
 

平成２０年１１月１２日 

 

平成２０年度甲種火薬類取扱保安責任者試験の出題について 

 

１．今般、社団法人全国火薬類保安協会から、同協会が本年８月２４日に実施

した甲種火薬類取扱保安責任者試験（都道府県知事からの委任を受けて同協

会が実施）において、試験問題の一部に正解がない出題の誤りがあった旨の

報告がありました。 

２．原子力安全・保安院としては、同協会を厳重に注意するとともに、原因の

究明及び再発防止策の策定を行い、今後、試験を適正に実施するよう指示し

ました。 

 

１．甲種火薬類取扱保安責任者試験は、火薬類取締法に基づき、火薬類の貯蔵

又は消費に係る保安の監督等に従事する者の資格を付与するものとして、毎

年１回、都道府県知事からの委任を受けて社団法人全国火薬類保安協会が実

施しています。（注） 

（注）都道府県知事は、経済産業大臣が指定する者（指定試験機関）に試験事務を行わ

せることができることとなっており、大臣指定を受けた同協会が全国都道府県におい

て、同一日、同一問題で実施。 

 

２．今般、同協会から、本年８月２４日（日）に実施した平成２０年度甲種火

薬類取扱保安責任者試験（本年１０月１０日（金）に合格発表）において、

試験問題の一部に正解がない出題の誤りがあったため、受験者の不利益とな

らないよう、当該問題について受験者全員正解とし、あらためて合格点に達

した受験者については、追加合格とする旨報告がありました。 

 この結果、１，０１７名の合格者に加え、新たに９３名の追加合格が判明し

ました。（別紙１） 

 

３．試験制度の信頼を損なうこのような事態が生じたことは、指定試験機関を

監督する経済産業省として誠に遺憾であり、同協会に対して、厳重に注意す

るとともに、原因の徹底究明及び再発防止策の策定を行い、今後、試験を適

正に実施するよう指示しました。（別紙２） 



 

 

４．あわせて、都道府県に対し、事案の周知徹底を図りました。（別紙３） 

 

５．経済産業省としては、今後、原因の徹底的な究明を行い、本試験制度の厳

正な運用に万全を期すよう、指導・監督を行ってまいります。 
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